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国立大学法人北海道教育大学 第４期中期目標 

 

（前文）法人の基本的な目標  

北海道教育大学は、平成25年に国が再定義したミッションを踏まえ、「教員養成機能にお

ける北海道の拠点」としての役割を果たすことを基本的な目標とし、「大学全体の教員養成

機能の充実・強化を図るための抜本的な改革の一環」として、「新課程」を地域及び文化の

価値に関する現代的・学際的探究を進める学科（国際地域学科、芸術・スポーツ文化学科）

へと改組して現在に至っている。 

第４期中期目標期間を目前に控えて社会及び教育界に目を向けると、Society 5.0へ向け

た社会の急激な変化が予測困難な時代を生み、教育界に学習観・授業観の転換を含む新たな

課題を突きつけている。そのような社会にあって、子どもの成長を支えるという大事な役割

を担うべき教員を志す者が、全国的に減少傾向にあるという課題も見過ごすことはできな

い。また、少子化は特に地方において学校の小規模化や統廃合を促進し、高齢化という課題

に直面している地方は、自律的で持続的な社会の創生に寄与できる若い人材を求めている。 

国立大学そのものの存在意義が問われている今、私たちは北海道教育大学のミッションに

改めて思いを致す必要がある。その上で本学の責務を自覚し、加えて特色と強みを活かした

先導的な教育・研究を行って地域の期待に応えていかなくてはならない。そのために学部・

大学院・附属学校が一体となって、以下の基本的な目標に取り組む。 

（１）教員養成大学としての専門性の強化 

学校現場における臨床的研究を重視し、学問探究と実践探求の両方に軸足を置いて研究

及び教育に携わる大学教員の比率を高める。 

（２）実践型教員養成への質的転換 

実践型教員養成への質的転換に向けて、学生の主体的な学びを引き出しながら、実践と 

いう営みを通じて専門的知識と技能の定着及び構造化を促すことにより、教員になろうと 

する者に確かな実践力を身に付けさせ、教職意欲と自信を高める教育を実現する。 

（３）教育委員会等との連携強化 

「養成－採用－研修」に大学と教育委員会が一体となって取り組み、教員養成・教師教

育の高度化を実質的なものにするとともに、学び続ける教員を支援する。 

（４）地方創生を牽引する人材の養成 

地域の課題に向き合う「プロジェクト科目」等において理論と実践の往還をより充実・

実質化させ、学生の主体的・能動的学びを促し、実践的な課題解決力獲得を強化して地方

創生に寄与する。 

（５）学科の専門的基礎研究成果の教員養成教育への活用 

国際的な視野や英語・コミュニケーション能力の育成、日本語教育、地域の政策・経済

・福祉・環境に関する地域教材、そして芸術やスポーツの文化価値、運動能力・健康に関

する教材など、実践的・実証的な研究成果を基礎とした生きた教材を開発する。 

（６）経営基盤の強化 

経営的基盤づくりについて、令和２年度に策定した「経営力強化方策」等に基づき戦略

的な取組を推進する。 

 

◆ 中期目標の期間 

  中期目標の期間は、令和４年４月１日～令和10年３月31日までの６年間とする。 
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Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

１ 社会との共創 

・１ 人材養成機能や研究成果を活用して、地域の学校教育・社会教育の振興や文化の発展

を牽引し、教育課題解決と地方創生に寄与するために、地方自治体と教育界をリードす

る。① 

２ 教育 

・２ 学生の能力が社会でどのように評価されているのか、調査、分析、検証をした上で、

教育課程、入学者選抜の改善に繋げる。特に入学者選抜に関しては、学生に求める意欲

・能力を明確にした上で、高等学校等で育成した能力を多面的・総合的に評価する。⑤ 

 

・３ 特定の専攻分野を通じて課題を設定して探究するという基本的な思考の枠組みを身に

付けさせるとともに、視野を広げるために他分野の知見や多様な価値観にも触れること

で、幅広い教養も身に付けた人材を養成する。（学士課程）⑥ 

 

・４ 専門職学位課程（教職大学院）において、学校教育分野を牽引することができ、高度

専門職業人として社会から求められる教員を養成する。⑨ 

 

・５ 教員養成課程において、学校教員に必要とされる資質・能力を意識し、教育課程を高

度化することで、地域の教育界で中核となって活躍できる教員を養成する。⑩ 

 

・６ データ駆動型社会への移行など教育界や地域社会等の変化に応じて、社会人向けの新

たな教育プログラムを機動的に構築し、主に学校教育分野において求められる数理・デ

ータサイエンスの活用、ICT教育や学校教育のプログラミング教育などに対応できる新た

なリテラシーを身に付けた人材や、既存知識をリバイズした付加価値のある人材を養成

することで、社会人のキャリアアップを支援する。⑪ 

３ 研究  

・７ 地域の教育課題を解決し、より良い社会の実現に寄与するため、基礎研究に基づく理

論及び知見と学校現場等における実践との往還を基盤とした臨床的研究に組織的に取り

組み、その成果を学校現場等へ還元し、地域の教育力向上につなげる。⑮ 

４  その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

・８ 学部・研究科等と連携し、実践的な実習・研修の場を提供するとともに、全国あるい

は地域における先導的な教育モデルを開発し、その成果を展開することで学校教育の水

準の向上を目指す。（附属学校）⑲  

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

・９ 内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営に生かすための仕組

みの構築、学内外の専門的知見を有する者の法人経営への参画の推進等により、学長の

リーダーシップのもとで、強靭なガバナンス体制を構築する。㉑ 

 

・10 大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備について、保有資産を最

大限活用するとともに、全学的なマネジメントによる戦略的な整備・共用を進め、地域

・社会・世界に一層貢献していくための機能強化を図る。㉒ 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

・11 公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるとともに、適切なリ

スク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活用、研究成果の活用促

進のための出資等を通じて、財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。

併せて、目指す機能強化の方向性を見据え、その機能を最大限発揮するため、学内の資

源配分の最適化を進める。㉓ 

 

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に

係る情報の提供に関する事項 

・12 外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評価の結果を可

視化するとともに、それを用いたエビデンスベースの法人経営を実現する。併せて、経

営方針や計画、その進捗状況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と

社会発展への貢献等を含めて、ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、

双方向の対話を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得する。㉔  

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

・13 AI・RPA（Robotic Process Automation）をはじめとしたデジタル技術の活用や、マイ

ナンバーカードの活用等により、業務全般の継続性の確保と併せて、機能を高度化する

とともに、事務システムの効率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運

営体制を整備し、デジタル・キャンパスを推進する。㉕ 

 

 


